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令和 5 年 第 5 回 教育委員会定例会議事録 

招 集 日 時 令和５年５月 22 日（月曜日）午前 10 時開会／午前 10 時 30 分閉会 

招 集 場 所 加賀市民会館 2 階 第２会議室 

教 育 長 島谷千春  

出 席 委 員 篠原隆一、山下裕嗣、佐野明子、新滝有紀子 

会議列席者 堀川事務局長、寺西政策官、平塚次長兼学校指導課長、小茂出教育庶務課長、上出生涯学習課長、 

      出渕中央図書館長、左古教育総合支援センター所長、北村スポーツ推進課長、前田文化振興課長、 

山下教育庶務課リーダー 

 

令和５年第５回教育委員会定例会開会宣言 

挨拶 

〇島谷教育長  ５月も早くも下旬に差し掛かっておりますが、コミュニティスクールが 4 月か

ら動き出し始めまして、だいたい４月５月でどの学校でも第一回目開催ということで、いろい

ろと学校の様子を聞いていると、この組織ができたからじゃあこういうことをしてみよう、あ

あいうことをしてみようと組織的にさっそく動き出した学校もあれば、この組織は何からやろ

うかとまだ手探り状態の学校もありますが、いよいよコミュニティスクールも動き出したとい

うことで、これから学校間の共有も必要になってくるかなと非常に感じておりますので、その

辺も積極的にやっていきたいと思っております。また授業の学びの改革の方も、計画訪問がい

よいよ今週から始まるということで、全校で個別最適・協働的な学びを必ずやるという目標を

掲げて、どの学校も準備に取り組んでもらっているというような状況です。またその辺の様子

も皆さんに見ていただきながらご意見をいただきたいと思っております。 

そして明日は連合運動会ということで、お天気も良さそうなのでまたよろしくお願いいたし

ます。 

本日は審議案件が５件、報告案件が１件となります。では審議案件に入ります。議案第 31 号、

加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の委嘱等について平塚次長お願いいたします。 

 

 議案第３１号 加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の委嘱等について 

平塚次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  では議案第 31 号、加賀市いじめ等生徒指導連絡協議会委員の委嘱等について賛成の方は挙手

をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 32 号、加賀市教育支援委員会委員の委嘱について平塚次長お願いいたしま

す。 
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 議案第３２号 加賀市教育支援委員会委員の委嘱について 

平塚次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇篠原委員  委員区分のところを見ていたんですが、錦城特別支援学校の宮北校長先生は長ら

くこの道の専門家でいらっしゃいますけれども、宮北先生が４番となっているんです。たぶん

１番から４番までバランスよく入れないといけない関係から４番になったのかもしれませんけ

れども、現状としては１番かなと思うんですが、何か理由があったら教えてください。 

〇島谷教育長  平塚次長、お願いします。 

〇平塚次長  特に理由はないんですが、ずっと錦城特別支援学校の校長先生には学識経験者と

いうかたちでの委員の委嘱ということをこれまでもしておりまして、そのようなかたちを踏襲

しているということでございます。 

〇島谷教育長  非常に大事な委員会でして、全員ひとりひとりこの子達にとってどういう環境

がいいかというのを、本当に時間をかけて議論をしている大事な委員会ですので、今年度もし

っかり担っていきたいなと思います。いろんな保護者の皆様の思いとか、子どもの現状とか、

合ったり合わなかったりという、特別支援の関係は本当に難しい課題を抱えていますけれども、

しっかりこの支援委員会でやっていきたいと思っております。 

  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 32 号、加賀市教育支援委員会委員の委嘱について賛成の方は挙手をお願いし

ます。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 33 号、令和５年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について平塚次長お

願いいたします。 

 

 議案第３３号 令和５年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について 

平塚次長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  今年度は小学校の教科書採択で、来年度は中学校の教科書採択ということで、

委員の皆様は新滝委員が私を含め今回初めてで、他のお三方はもう経験済みということになり

まして、これまでと大きな流れは変わりませんし、新指導要領 2 回目の採択ということにはな

りますので、今回基本方針の方も大きく前回と変わっているようなところは見受けられないと

いうことですが、この件について何かご意見、ご質問ございませんか。 

〇山下委員  教科書の具体的な例の中の 30 ページにデジタル教科書の考慮と書いてあります。

ここを読むと、採択は紙の教科書を決定する行為と記載されています。ただ今加賀市がやろう

としている個別最適をしようとすると、紙媒体だけでは非常に不十分ではないかと。それとデ

ジタル教科書もプラスアルファで認められる部分があったと思います。その辺について今どう

いうふうな方向性になっているかお示しいただければと思います。 
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〇島谷教育長  平塚次長、お願いします。 

〇平塚次長  国の方から示されている通り、採択については紙の教科書において評価をするわ

けですけれども、当然そこにはデジタル教科書についての制度といいますか、内容といいます

か、観点はないとしても十分その要素としては考えられるものかなと。調査員についても、教

育委員の選定委員の皆さんについても、山下委員のご指摘の通り、配慮をしていくべきところ

かなというふうに考えております。 

〇山下委員  現状でいうと、むしろ紙の教科書よりも、紙と離れたサブ的な資料、そういった

ものの利用が多いと思うんですね。では紙の教科書採択にはどういう意味があるのかというこ

とになってしまいますので、その辺の整合性がとれるようになにかしら、文部科学省もまだ今

移行期で難しいかと思いますけれども、まず加賀市が先行している部分で、その辺をうまくな

にかリンクできるとか、ベース採択された教科書を利用できるようなコンテンツができるとか、

そういう方向があるのかなと思いますし、そういうふうなことを先行して進めるべきかなと感

じております。これは意見でございます。 

〇島谷教育長  参考までに資料の 30 ページに、今まさに山下委員がおっしゃった該当箇所に

対する通知がありまして、（３）採択する際の検討の在り方についてということで、あくまでも

紙の教科書を決定する行為で、調査・検討の対象は紙の教科書であることが基本だと。ただ一

方で令和６年度以降、英語のデジタル教科書は併用という方針がきていまして、小学校の英語

に関してはデジタル教科書の調査もしっかりやると。学校を見ていても確かにデジタルコンテ

ンツがどこまでできるかとか、その辺りはもちろん使いやすさみたいなところで総合的に考慮

していくべきところだと思いますし、またその辺りもいろいろ検討になるかと思います。 

  他、ございませんか。 

〇篠原委員  教科書採択に直接関係はないんですが、小学校の英語は完全にデジタル教科書化

しているということで、他の社会科や理科のようにデジタル教科書に馴染みやすい教科書も多

く出てきているんじゃないかと思いますので、やはり教育委員会としても今後、小学校の中に

おいて、デジタル教科書をどのようなかたちで取り入れていくかということについての検討を

速やかにやっていただけないかなと思います。これは意見です。 

〇島谷教育長  他、ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 33 号、令和５年度加賀市教科書採択の基本方針（案）について賛成の方は挙

手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 34 号、加賀市教育総合支援センター管理運営規程の一部改正について左古

所長お願いいたします。 

 

 議案第３４号 加賀市教育総合支援センター管理運営規程の一部改正について 

左古所長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  中身が大事だということで、これから新たに部活動地域移行やコミュニティスクールの方の
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中身をしっかり充実できるようにやっていきたいと思います。それでは議案第 34 号、加賀市教

育総合支援センター管理運営規程の一部改正について賛成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

  続きまして議案第 36 号、加賀市教育委員会における加賀市個人情報の保護に関する法律施行

条例施行規則について小茂出課長お願いいたします。 

 

 議案第３６号 加賀市教育委員会における加賀市個人情報の保護に関する法律施行条例施行

規則について 

小茂出課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  国の法律施行に伴って、大きく地方でそれぞれ決めていたものが国にもってい

かれるということで、いろいろ仕組みが大きく変わっていて、中身というより枠組みの部分が

大きい部分になりますけれども、この分野もアジャイルにいろいろ変わっていくような分野に

なって、教職員も含めて研修をいろいろとやっている状況になっておりますが、この件につい

て何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

  それでは議案第 36 号、加賀市教育委員会における加賀市個人情報の保護に関する法律施行条

例施行規則について賛成の方は挙手をお願いします。 

〇委員  全員挙手 

〇島谷教育長  全会一致で可決といたします。 

以上で審議案件は終わります。続いて報告事項に入ります。報告第 20 号、新作狂言「実盛」

謡の参加者募集について前田課長お願いいたします。 

 

 報告第２０号 新作狂言「実盛」謡の参加者募集について 

前田課長   資料に基づき説明 

 

〇島谷教育長  この件について何かご意見、ご質問ございませんか。よろしいですか。 

以上で報告事項は終わります。本件以外でも何か委員の皆さんからございますでしょうか。

よろしいですか。 

では次回教育委員会定例会日程について小茂出課長お願いいたします。 

 

 次回教育委員会定例会日程について 

小茂出課長   説明 

 

〇島谷教育長  それでは６月 28 日水曜日、午後１時半からということで予定に入れておいてく

ださい。 

それでは以上で第５回教育委員会定例会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 
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以上、会議の顛末を記載し、会議録を作成する。 

 


